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平成２３年１０月２６日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成●●年（○○）第●●号 裁決取消等請求控訴事件 

口頭弁論終結日 平成２３年１０月１７日 

 

       判     決 

控訴人     Ｘ 

被控訴人    国 

 

主     文 

本件控訴を棄却する。 

控訴費用は控訴人の負担とする。 

 

事 実 及 び 理 由 

第１ 控訴の趣旨 

１ 原判決を取り消す。 

２ 国税不服審判所長が、控訴人に対し、平成２１年１１月１９日付けでした、

本郷税務署長によってされた不動産の各参加差押処分に対する控訴人の審査請

求を棄却する旨の裁決を取り消す。 

３ 被控訴人は、控訴人に対し、１０５４万７０００円及びこれに対する平成１

４年３月１４日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

第２ 事案の概要 

本件事案の概要は、原判決の「事実及び理由」中「第２ 事業の概要」に記

載のとおりであるから（ただし、原判決３頁２１行目の次に行を改めて「本件

滞納国税は、１２６万２０００円（本件更正処分等に係る国税[納付すべき額１

０６６万円十過少申告加算税額１３万７０００円〕－本件申告に係る納付額９

２８万５０００円－本件更正処分等に係る国税の一部納付額２５万円）であ
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る。」を加える。）、これを引用する。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 当裁判所も、控訴人の本件請求はいずれも理由がないものと判断する。その

理由は、原判決の「事実及び理由」中「第３ 当裁判所の判断」に記載のとお

りであるから、これを引用する。 

２ 以上によれば、控訴人の本件請求をいずれも棄却した原判決は相当であり、

本件控訴は理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。 

 

東京高等裁判所第１５民事部 

裁判長裁判官     井上繁規 

裁判官     坂本宗一 

裁判官     齋藤繁道 

 


